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これまでの有識者意見聴取及び県外調査の概要 

 

一 第４回検討会（令和５年１０月１８日）における有識者意見聴取 

１ 太陽光発電と洋上風力発電が環境および野鳥に与える影響 

有識者：公益財団法人日本野鳥の会 

自然保護室 主任研究員 浦 達也 氏 

 

⑴ 太陽光発電が与える影響 

・太陽光発電によって懸念される環境影響は、①土砂災害、②景観、③水

の濁り、④反射光、⑤動物、植物、生態系への影響の５項目で半数を占

めている。また、環境影響が懸念される太陽光発電の半数が林地に、半

数以上が「大部分が斜面」又は「全て斜面」の地形に設置されている。 

・太陽光発電による野鳥への影響については、草地の伐採や森林伐採によ

り、繁殖地利用の阻害、越冬地利用の阻害、個体数の減少・消失等の影

響が生じているケースがあることから、立地場所を考えないと影響が出

てしまう。また、どの開発規模でも影響が生じることがあり、開発規模

が１～５㏊といった比較的小規模なものによる影響も多い。 

 

⑵ 洋上風力発電が与える影響 

・洋上風力発電が鳥類に与える影響は、バードストライク、生息地放棄、

生息地破壊・消失等が挙げられ、設置後の影響軽減策を講じることが難

しいことから、立地選定の時点で影響が生じるおそれがある場所を避け

ていくことが重要。 

・志摩半島沖周辺に洋上風力発電のポテンシャルがあるとされているが、

志摩半島から渥美半島にかけては、国内有数の渡り鳥の通り道であり、

立地場所によってはバードストライクが多発するおそれがある。 

・再エネ海域利用法に基づく法定協議会において、洋上風力発電の促進区

域の設定について議論がなされるが、この協議会に海洋環境に関する専

門家が参加していないケースもある。しかし、自然環境への影響を配慮

しながら、区域設定をしていくことが、再生可能エネルギーと自然との

共生では非常に重要だと思う。 

 

⑶ 主な質疑内容 

・既存の太陽光発電に対しての影響回避策及び低減策は何か考えられるか。

（小林委員） 

→既存のものについては正直難しいところはあるが、例えば表土を残し
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たり、太陽光パネルの位置を上げたりすることで、植物が生える環境

を残すことや、人工的にビオトープを作ることはできなくはないと思

う。 

・開発を行うと当然様々な影響が出るが、日本野鳥の会として影響の許容

範囲を認識しているのか。（野口委員） 

→日本の鳥類の研究があまり進んでいないこともあり、どこまで個体数

の減少を許容できるのかといった数字は出すことができない。日本野

鳥の会としては、希少種が住んでいる場所をなるべく避けて、再生可

能エネルギー施設の立地を選んでいくべきと考えている。 

 

２ 増災と事前減災 ～太陽光発電施設における土砂災害等の発生リスク～ 

有識者：特定非営利活動法人防災推進機構 理事長 鈴木 猛康氏 

 

⑴ 森林における太陽光発電施設の開発による増災 

・増災とは、人為的行為、施策によって、災害発生の素因を大幅に悪化さ

せ、大規模災害の発生リスクを高める行為あるいは施策であり、全ての

組織にかかわる問題であるので、みんなで監視し、増災の要因を早期に

取り除く必要がある。また、国土・都市開発、エネルギー対策などの国、

自治体の施策とのトレードオフで発生することに気を付けなければな

らない。 

・森林には、土砂流出の防止、水源の涵養、生物多様性の保全、二酸化炭

素の吸収等の多面的な機能があり、森林の乱開発を行うと、里山の作物、

沿岸の漁業にも影響を与える。さらに、規模が大きくなると、里山の土

砂災害から、次第に河川、海に拡大し、沿岸地形に不可逆的な影響を与

えることになる。 

・森林を伐採し、斜面に建設された太陽光発電の中には、不十分な防災工

事しか行われていないものがあるが、許認可に関し自治体の職員がきち

んと対応できているのか疑問。 

 

⑵ 事前減災対策として県に望むこと 

・森林法は林業の推進のための法律であり、太陽光発電施設を適切に設置 

するという観点は抜けている。太陽光発電の影響が遠方であっても及ぶ

ことを念頭に、安全確保を最優先すべき。 

・太陽光発電の影響を多面的にチェックする必要があり、そのために県庁

内の連携や情報共有が大切である。技術者が不足し、一つ一つチェック

できないのであれば、山梨県のように一律に開発許可制にすればよい。 
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・事業者は法令の穴をついてくるため、県庁内での連携が重要であり、異

なる法律、条例を相互に理解し、規制していく必要がある。 

 

⑶ 主な質疑内容 

・林地開発許可より厳しい条件で太陽光を規制した場合には、訴訟で負け

るリスクがあるとされているが、山梨県はその辺りをどうクリアしてい

るのか。（津田座長） 

→民有林全体を開発許可の対象とすることにした。山梨県の所管は環境

政策エネルギー課であるが、事務職の職員が多いため、全体に規制の

網掛けをすることが一番良かった。知事に対し、マスコミから訴訟に

なったらどうするかと問われたら、判例を作るつもりで闘争するとの

ことだった。どの事業者も訴えてきていない。 

・開発業者が太陽光発電施設を売却するが、買った後の業者がきちんと引

継ぎや地元対応をしていない問題があり、行政として規制する必要があ

ると思うが、いかがお考えか。（野口委員） 

→固定価格買取制度においてＩＤの売買を想定していなかったが、現実

にはすごく利益になるので、転売の対象となっている。太陽光発電を

行う会社も資本金を 10 万円、100 万円程度にして、事故が発生したら

倒産させることにより、わずかな資本金分しか補償しない。転売を繰

り返すことで、購入先が外資系や反社会勢力となってしまえば、住民

も声を出せなくなってしまう。抜本的な対策は県もできていない。 

・法的な要件をクリアすれば問題ないという前提で物事は進んでいるが、

市町村や県の職員に、どこまで規制する能力があるか疑問。人員不足も

あり、災害の認識が共有されていない気がする。国の法律による対応で

ない解決は難しいのではないか。（野口委員） 

→市町村のレベルで、土木技術者がいて、対策をとれるのはわずか。な 

ので、書類を持ってこられても、判断がつかない。もう一つの問題は

権限移譲の問題。省庁も自治体から相談を受ければ対応するが、省庁

の側からは絶対に言えないという。省庁の壁もあり、自治体内でも壁

もあるので、情報の共有もしない。日本の行政が抱えている大きな問

題だと思う。 
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二 県外調査（令和５年 11 月６日～８日実施） 

１ 山梨県庁 

調査日：令和５年１１月６日 

調査先：山梨県環境・エネルギー部環境・エネルギー政策課 

 

⑴ 山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例につい

て 

➀ 条例概要 

・森林伐採を伴う区域や土砂災害が発生するおそれが高い区域等を設置規

制区域とし、新規設置を原則禁止。設置する場合は知事の許可が必要で

あり、防災対策や環境・景観への配慮など万全の対策が講じられた施設

は許可が可能。申請者には、環境及び景観に及ぼす影響の評価及び地域

住民等への説明を義務付け。 

・稼働中を含む全ての太陽光発電施設に、適正な維持管理を義務付け。維

持管理のための計画を作成・公表し、当該計画に従い点検を行わなけれ

ばならない。 

・県は、許可の内容や維持管理基準に適合していない事業者に対し、指導

等だけでなく、報告徴収、立入調査、措置命令、事業者の公表等の措置

を行うことができる。条例違反の事業者を公表した場合は、国に通知し、

ＦＩＴ認定の取消しを求める。 

 

② 条例制定までの経緯 

・山梨県においても、平成 27 年から適正導入ガイドラインによる指導を

行っており、一定の成果があったものの、①事業計画の事前把握が困難、

②意図的に規制を逃れようとするケースへの対応、③地域住民が法令の

基準を超えた安全基準等を求めるケースへの対応、④適切な維持管理・

処分への強力な指導、⑤実効性の担保といった課題があった。 

・平成 27 年から庁内ワーキンググループを設置しており、条例の必要性

等も検討していたが、具体的に条例制定に向けて議論を始めたのは、令

和２年５月頃から。そこから有識者会議での検討や山梨県議会の議員連

盟から提言を踏まえ、令和３年６月に条例案を上程し、７月に成立した。 

 

③ 主な質疑内容 

・条例制定後の新設件数はどうなっているか。（平畑副座長） 

→設置規制区域内では未だ０件。設置規制区域外においてはそれなりの

数の届出がある。 
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・既存の施設も条例の対象としているが、そのことに対する事業者の反発

はあったのか。（平畑副座長） 

→設置規制区域内においても、既存施設については許可のやり直しとい

うことはできないので、届出制としている。ただ、維持管理義務はあ

るので、危険な箇所については、災害が起きないように維持管理して

いかないといけない。まずは、既存施設の届出を求め、まだそこまで

行き届いていないものの、続いて設備の安全性等といった指導を行っ

ていくべきと考えている。 

・条例と国の法令との関係で整合性をとっていく必要があるが、一番苦労

された点は何か。（小林委員） 

→当初の検討段階では、条例は難しいとの判断だったが、最終的には知

事の判断で制定の方向に向かった。財産権との関係で訴訟リスクの問

題が出てくるが、この条例では設置規制区域内は規制しているが、区

域外は規制していない。さらに、規制区域内も禁止とせずに許可制と

している。このことから、財産権の侵害には当たらないと考えている。

奈良県ため池条例事件判決では、財産権は公共の福祉による制約を受

けるとされるが、それに依拠している。 

・景観の問題は主観によって左右されるが、景観の観点から、設置を規制

する事例はあるのか。（廣委員） 

→県の条例では規制されない。市町村の景観条例によって、適切に運用

されるものと考えている。 

・許可や届出の更新制の導入について検討されたのか。（舟橋委員） 

→検討したかどうかは分からないが、更新制にすると更新の際のチェッ

クのみとなってしまうので、毎年、維持管理計画と結果報告書をチェ

ックすることで、事業者に計画的に維持管理させていくことが重要。 

・条例を監督する部署は市町村にまたがっているのか、ワンストップでで

きるのか。（長田委員） 

→ガイドラインでは事業概要書を市町村にも出してもらっていたが、条

例では県の出先機関である林務環境事務所に提出してもらうことに

なっている。 

・建築物の屋根の上等に置かれている太陽光発電は規制対象外か。（長田委

員） 

→建築確認を行った建築物の上に設置している太陽光発電については、

それが安定している施設であるので、安全であるとの線引きをした。

野立ての太陽光発電は建築確認をしないので、危険なものになりうる。 
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⑵ 山梨県環境影響評価条例における太陽光発電事業の取り扱いについて 

➀ 制度概要 

・山梨県環境影響評価条例において、太陽光発電事業は第１分類事業（３

万㎾～４万㎾）、第２分類事業（18 ㏊以上）、第３分類事業（９㏊（森林

が含まれている場合は 0.5 ㏊）以上）に分けている。 

・第１分類事業及び第２分類事業は環境アセスメント実施を義務付けてお

り、第３分類事業は知事が地域や事業内容を考慮し、実施の必要性を判

断する。 

・第３分類事業で環境アセスメントが不要とされた事業や、第３分類未満

の規模の事業であっても、山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持

管理に関する条例における設置規制区域内の場合は、同条例に基づき、

環境及び景観に及ぼす影響の評価を実施しなければならない。 

 

② 主な質疑内容 

・森林において、第３分類事業の対象を林地開発許可の対象と合わせてい

ると思うが、さらに厳しくすることは検討したのか。（津田座長） 

→森林地域を含む場合の基準は、他県でほとんど見ない厳しい設定にな

っているので、現時点ではこの基準で対応することとしている。 

・山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例に基づく

環境及び景観に及ぼす影響の評価はどれくらいコストがかかるのか。

（津田座長） 

→具体的にいくらかかるかは分からないが、方法書、評価書等の作成を

行わなければならないので、かなりコストがかかると聞いている。 

 

２ 千葉銚子洋上風力発電 

調査日：令和５年１１月７日 

調査先：千葉銚子オフショアウィンド合同会社、銚子共同事業オフショア

ウインドサービス株式会社、銚子市、銚子市漁業協同組合 

 

⑴ 千葉銚子沖における洋上風力発電事業と地域共生について 

➀ 洋上風力発電事業の概要 

・再生可能エネルギーの中でも、出力の大規模化が容易、風況が良い場所

では設備利用の割合が高い等といった観点から、国も洋上風力に注力し

ており、2040 年までに、洋上風力発電を３千万㎾～４千万㎾程度導入す

ることを目標に掲げている。 

・再エネ海域利用法に基づき、促進区域となっている海域を 30 年間占有
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できる。事業としては、2025 年に着工し、2028 年に営業運転開始予定。

着床式の風車 31 基設置し、出力は合計で 40 万 3 千㎾。固定価格買取制

度により電力を売却する。 

・風車の配置については、関係者の意見を踏まえて、漁業への支障、船舶

の航行、景観、環境等への配慮を行っている。 

・地元自治体との合意形成をもとに、漁業者や地域住民と一緒に地域共生

策にも取り組んでいる。地域共生策の一環として、事業者の出資元であ

る三菱商事は 2022 年に銚子市に支店を設立。本年６月には、三菱商事

と銚子市は包括連携協定を締結。そのほか、持続可能な漁業支援体制の

構築、地域産業の振興と雇用の創出、住民生活の支援等を漁業者や地域

住民と一緒になって取り組んでいる。 

 

② 主な質疑内容 

・太陽光発電を中心に、再生可能エネルギー施設を外資に転売して、まと

もに維持管理しないという話が散見されるが、洋上風力発電では起こり

うるのか。（野口委員） 

→事業者が洋上風力発電を売却するときは、経済産業大臣及び国土交通

大臣の承認が必要になる。 

・洋上風力発電のコストは、火力発電に比べるとまだまだ高いと思うが、

今後は下がっていく見込みか。（廣委員） 

→火力発電は１㎾当たり５円～10 円程度だが、我々は 12 円～16 円程度

で落札している。欧州では既に 10 円を切っている。建設コストに比

べて、発電量が大きければ、発電コストは下がる。また、事業者、建

設業者等が増えれば下がっていくと思う。そのためには、国が促進区

域をどんどん設定していくことが重要。 

・漁場以外にも、一般海域においても、環境影響評価をどの範囲で、どの

ように行っていくのか。（小林委員） 

→環境影響評価に関しては、漁業権設定がされている海域以外にも漁業

を行っているので、やることは変わらない。季節ごとに、専門家や県

の指導に従って行っている。千葉県も洋上風力発電の環境影響評価は

初めてなので、相当しっかり指導してくれている。 

・建設後の維持管理について、どのように行っていくのか。（小林委員） 

→維持管理に関しては、陸上に比べると、メンテナンス頻度は減らすよ

うに設計している。それでも、船でのメンテナンスは必要なので、事

業者とメーカーで、メンテナンス港がある地区に事務所を置き、巡視

体制を整えていく。今後、漁協と連携して、水中ドローンの導入や、
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リモートでのメンテナンスのノウハウの蓄積を行っていきたい。 

・洋上風力発電の場合、耐用年数と償却年数をどれくらいの期間で設定さ

れているか。（舟橋委員） 

→耐用年数と償却年数はどちらも 20 年程度で考えている。占用期間が

30 年で設定されているが、実際の営業運転の期間は 20 年ちょっとな

ので、その期間で償却し終わることを想定している。耐用年数も同じ

期間で考えているが、実際はもっと長く運用できるのではないかと言

われているので、そうなればもっと発電コストは安くなっていく。 

 

⑵ 銚子市沖洋上風力発電事業と地元の取組 

➀ 銚子市と洋上風力発電の関わり 

・銚子市は一年を通じて風が強く、陸上風力も盛んで、遠浅の海が広がっ

ていることから、着床式洋上風力発電に適した自然環境となっている。 

・2008 年に新エネルギー・産業技術総合開発機構と東京電力が日本初とな

る着床式洋上風力の実証実験の候補地として、銚子市漁協に対し要請。

2013 年に洋上風力発電設備を設置し、実証実験を開始。2019 年に実証

実験機による商用運転を開始。 

・再エネ海域利用法施行後、銚子市沖において①2019 年７月に有望な海域

に選定、②2020 年７月に促進区域に指定、③2021 年 12 月に発電事業者

（千葉銚子オフショアウィンド合同会社）を選定、④2022 年 12 月に公

募占用計画の認定がなされ、現在に至っている。 

 

② 銚子市の取組 

・再エネ海域利用法に基づく法定協議会において銚子市から示した洋上風

力発電に向けた留意事項としては、地元との共存共栄、漁業との共生及

び文化財の保護を挙げた。洋上風力発電において、地域新電力の活用も

要望し、公募占用計画に盛り込まれた。 

 

③ 銚子市漁業協同組合の取組 

・2008 年に、銚子市漁協に対し、洋上風力発電の実証実験の協力要請があ

ったが、当初は漁業者から戸惑いや反対の声が多数あった。幾度と協議

を重ねた結果、最終的には実証終了後に撤去することを前提に、極力操

業や航行に影響がない海域に設置位置を決定した。 

・実証実験の結果、当該海域が洋上風力のポテンシャルが高いことから、

銚子市漁協に対し、再エネ海域利用法に基づく風力発電所計画の提案が

あった。実証実験により、洋上風力発電設備の基礎等に漁礁効果がある
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ことが確認されたことから、銚子市漁協としても前向きに取り組むこと

となり、漁業種別ごとの部会に説明を行った上でそれぞれの漁業活動に

影響がない海域を促進区域として決定した。 

・銚子市漁協は、銚子協同事業オフショアウインドサービスに出資すると

ともに、漁場調査事業と漁場創出事業の実施を目的に銚子漁業共生セン

ターを単独で立ち上げた。今後、千葉県、銚子市及び千葉銚子オフショ

アウィンド合同会社と一緒になって漁場創出に取り組んでいく。 

 

④ 銚子協同事業オフショアウインドサービス株式会社の取組 

・銚子市漁協、銚子商工会議所及び銚子市の出資により設立。オール銚子

の体制により、運転管理、メンテナンス業務等の実施を目指していく。

今後、エンジニア育成も行っていく予定。 

 

⑤ 主な質疑内容 

・洋上風力発電による低周波の問題による反対はあったのか（長田委員） 

→陸上風力発電が近くにあることから、特に問題はなかった。どちらか

というと、地域外からの反対が多かった 

・洋上風力発電所の立地する海域は優良な漁場となりうるが、他の洋上風

力発電所では海域での操業は認めないと聞く。銚子市沖では操業は可能

か。（津田座長） 

→発電事業者が海域を占用するのは、洋上風力発電が立っている直下の

みで、それ以外は促進区域内でも操業が可能。それを活用して新しい

漁場を作っていきたい。洋上風力発電の直下も発電事業者との協議に

よって使えるとのことだが、現時点では資源保護区域として残してい

きたいと考えている。 

 

３ 宮城県議会 

調査日：令和５年１１月８日 

調査先：宮城県議会事務局政務調査課、宮城県環境生活部再生可能エネル

ギー室 

 

⑴ 宮城県地域と共生する再生可能エネルギー等・省エネルギー促進条例に

ついて 

➀ 条例概要 

・平成 14 年に議員提案により制定。直近の改正は令和５年 10 月に行われ

た。 
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・再生可能エネルギー等を取り巻く環境が変化しており、これらを踏まえ

た対応のため、令和５年の改正を行った。主な改正内容は、「地域との共

生」をキーワードに前文や基本理念の改めるもの。 

・この条例に基づく基本計画として、「みやぎゼロカーボンチャレンジ2050」

を策定している。この計画の中で、2030 年度までの再生可能エネルギー

の導入目標を 380 万㎾と設定。このうち、導入期間が短い太陽光発電を

主力として位置付け、太陽光発電で約 336 ㎾の導入を設定。主に住宅、

事業者、未利用地等での導入を目指していく。 

 

② 主な質疑内容 

・太陽光発電を約 300 ㎾以上の導入を目指すとのことだが、森林等の開発

による導入も含まれているのか。（平畑副座長） 

→目標を立てるに当たって、ＦＩＴ未稼働の案件のうち、５割が稼働と

すると想定しているが、それらの中に森林の開発によるものも含まれ

ている。 

・住宅の屋根の上に太陽光発電を設置するのと合わせて、蓄電池を導入す

ることに対して、補助を行っているとのことだが、補助額が少ないので

はないか。（舟橋委員） 

→環境税として県民税の上乗せしている分を財源に補助を行っている

が、限られた財源を様々な事業に使っているので、補助額の増額は難

しいところ。 

 

⑵ 宮城県太陽光発電施設の設置等に関する条例について 

➀ 条例概要 

・太陽光発電の導入の急速な進展により、地域住民とのトラブルの発生や

維持管理等に対する住民の不安が高まっており、加えて土砂災害の発生

等も懸念されている。これまでガイドラインで適正手続を求めてきたが、

地域との共生した太陽光発電の導入拡大が必要であることから、令和４

年７月に新条例を制定した。 

・土砂災害が発生するおそれが高い区域等への設置を規制。新規設置を原

則禁止とし、設置する場合は知事の許可が必要。 

・50 ㎾以上の全ての太陽光発電を対象に、地域住民等への説明、事業計画

書の提出、維持管理等計画の策定・公表及び適正な維持管理、廃止届出

書等を義務付け。 

・県は、違反等が認められる事業者に対し、指導等だけでなく、報告徴収、

立入調査、措置命令、事業者の公表、罰則等の措置等を行うことができ
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る。 

・条例の制定に当たって、事業者３社からヒアリングを行ったが、おおむ

ね好意的な印象だった。一部の悪質な事業者によって、太陽光発電の悪

印象を与えることが迷惑だとのこと。 

 

② 主な質疑内容 

・設置区域内で太陽光発電の設置を禁止せず、許可制とする理由は何か。

（平畑副座長） 

→財産権との関係で、設置を一律に禁止することは難しい。 

・条例を制定するに当たって、国の法令との抵触は無かったのか。（小林委

員） 

→太陽光発電の設置は他法令の許可をすり抜けてしまうので、それを補

完するために設置区域内の許可制を設けた。 

・施行後１年が過ぎたが、既存施設の届出状況はどうか。また、不適切な

事業者に厳しい措置をとるべきだと思うが、罰則をかけるのか。（野口委

員） 

→１割程度の事業者は何度も依頼しても届出をしない。罰則の前にきち

んと届出を出すように指導したいが、事業者の公表や過料だと効力が

弱い。このほか、違反事業者に対し経済産業省がＦＩＴの停止や取消

を行うようになる予定だが、ＦＩＴの認定を受けていない事業者が増

えており、これらの事業者への対応が課題。 

・適切な維持管理を義務付けるとのことだったが、太陽光発電施設から土

砂崩れ等が発生した場合は、この条例に基づき対処はできるのか。（長田

委員） 

→条例上、施設から土砂崩れ等が発生した場合は、事業者に現状復旧を

指導することは可能。ただ、指導に従わない場合に、実効性ある措置

をとることは難しい。行政代執行をすることも可能だが、様々な要件

を満たす必要があるのでこちらも難しい。 

 

⑶ 宮城県再生可能エネルギー地域共生促進税条例について 

➀ 条例概要 

・再生可能エネルギーが森林に設置される場合、土砂災害や景観環境への

影響等を懸念する声が大きいことから、課税による経済的な負担が重く

なる状況を作ることにより、適地への誘導を図るため、令和５年７月に

制定した。（その後、総務省との協議を経て、同年 11 月 17 日に総務大

臣同意がなされた。） 
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・税収ではなく、立地誘導を目的とするため、税の種別は「法定外普通税」

とし、特に使途を設けないが、適地誘導策等に使用する。 

・森林を開発して設置された太陽光発電、風力発電及びバイオマス発電に

対して、営業利益の 20％相当を課税。地球温暖化対策推進法に規定する

地域脱炭素化促進事業計画に認定を受けたもの等は非課税。 

・規制で対応すると財産権侵害との関係が問題となるため、法令による規

制に限界があると考えた。そのため、課税による経済負荷を与えること

により対策することを目指した。 

・総務省との協議では、税率が著しく過重でないこと等の説明を求められ

るが、適地誘導のためなるべく高い税率の設定を目指しているため、そ

の辺りの説明が難しかった。 

 

  ② 主な質疑内容 

・条例の施行日前に開発した太陽光発電を適用除外にした理由はいかがか。

（小林委員） 

→過去に森林だった区域を調べることは現実的に困難であること、既存

の施設を追い出すような課税することはこの税の目的から離れるこ

と、既存の施設にまで課税すると事業者からの強い反発が懸念される

こと等により、適用除外とした。 

・地域と協議を行っても全員が賛成するわけではないと思うが、どこが線

引きとなるのか。また、外部から反対運動が来た場合の対応はどうして

いるのか。（野口委員） 

→市町村が促進事業と認めない限り課税される仕組みとなっているの

で、ガイドラインにより地域と事業者が協議会で議論してもらった上

で、市町村が判断することにしている。ガイドラインでは、地域のこ

とは地域で決めることを求めているので、外部の人に議論が左右され

ることは望ましくない。 

・岡山県美作市において、既存の太陽光発電に課税する法定外目的税の創

設が難航しているが、既存施設への課税は難しいと思われるか。（津田座

長） 

→法定外税の創設により大口の納税者となる特定納税義務者の意見を

地方議会で聴くことになっているが、総務省との協議においても特定

納税義務者の意見は大きな要素となると思われる。特定納税義務者等

の事業者が強く反対すれば、総務大臣の同意を得るのはより難しくな

るのではないかと思う。 

・太陽光発電のほかに、風力発電及びバイオマス発電を課税対象とした理
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由はあるのか。（津田座長） 

→宮城県においては、太陽光発電以外にも、風力発電及びバイオマス発

電も問題となっているため、課税対象としている。再生可能エネルギ

ーには、水力発電及び地熱発電もあるが、これらは立地を選択するこ

とが難しいので、課税対象としなかった。 
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三 第５回検討会（令和５年１１月２８日）における有識者意見聴取 

１ 漁業と洋上風力発電 

有識者：弘前大学 地域戦略研究所 戦略企画部門 

特任教授 桐原 慎二 氏 

 

⑴ 漁業と洋上風力発電の関わり 

・欧州の漁業と異なり、日本では、知事から免許を受けて特定の水面で特

定の漁業を営む権利である漁業権という制度がある。この漁業権は公法

上の権利と民放の物権的権利を併せ持つ強力な権利である。許可漁業も

社会通念上権利として認められるまで積み重なると漁業権の地位を有

する。 

・再エネ海域利用法において、有望な海域の指定から事業者の選定までの

法定手続の様々な場面で漁業者が関与する。 

 

⑵ 漁業と洋上風力発電の協調に係る取組 

・日本では洋上風力発電の導入に漁業との協調が求められるが、その意味

とは、国、自治体及び事業者とが協力して、漁業者が洋上風力発電を受

け入れられる環境を整えることだと思われる。そのため、漁業者が洋上

風力発電の受入れを判断できるようデメリットの最小化及びメリット

の最大化の検討を提案している。 

・初めに洋上風力発電に対する青森県の漁業者の意向をアンケートで調査

したところ、受入れに反対する理由で有力なものは漁場の消滅と海中騒

音の影響である。また、受入れの条件として求めていることのトップは、

漁業の邪魔にならない海面において設置することである。 

・選定事業者は入札後に漁業者に漁業協調策を提案することになっている

が、そもそも漁業振興策は、法定協議会設置に先立って、受入れの判断

材料となるべきである。 

・洋上風力発電施設は漁業の操業の邪魔となり、設置、運用時等に水中騒

音等の海中環境に影響を及ぼす。そのため、洋上風力発電における水中

騒音の影響等について調査している。 

 

⑶ 洋上風力発電導入に伴う漁業者の混乱回避や低減 

・漁業協調に係る漁業者へのアプローチについては、①利害関係者の特定

等の漁業実態の把握、②事業計画の開示等の情報共有、③漁業者のメリ

ット・デメリットの整理等の対話、④メリット・デメリットのための協

働等による調整を通じて、最終的に漁業者が洋上風力発電の受入れを判
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断していくべきだと考える。 

・山形県では、山形版セントラル方式として、事業者の対応窓口を県に一

本化し、事業者が個別に風況観測、環境アセスメント等の実施するので

はなく、共同調査を依頼した。このほか、県が中心となって、洋上風力

発電の導入に向けた合意形成の場を組織し、議論を重ねることで、速や

かな合意形成が実現した。 

 

⑷ 主な質疑応答 

・洋上風力発電には、海中騒音の影響といった漁業への影響のほかに、野

鳥への影響もあると聞いているが、漁業者と野鳥の会が一緒に打合せす

ることがあるのか。（服部委員） 

→山形県では野鳥の会と漁業者が一緒になって議論していたが、これは

珍しいことで、青森県では野鳥の会等は参加していない。対象が大き

く異なるので、別の説明が必要になるからではないか。 

・法定協議会で求められる合意形成とは、全会一致なのか。１団体でも反

対すれば合意に至らないということか。（野口委員） 

→法定協議会において、座長が各構成員の意見を聴いた上で、意見とり

まとめを諮り、議決方法の記載はないものの、全員の了承をもって合

意に至るとされている。 

・設置までの段階では、山形県のように行政を中心に議論を進める方が信

頼度も高いと思うが、稼働後のトラブルについて、当事者は行政に何を

求めているのか。（舟橋委員） 

→山形県では、法定協議会の設置より前に、協議の場を設け、議論を行

ってきたことがスムーズな議論につながった。また、法定協議会は、

事業者が決まった後も維持されることになる。そのため、不測の事態

があったときには、法定協議会での議論において、行政の関わりが出

てくると思う。 
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四 第６回検討会（令和５年１２月１日）における有識者意見聴取 

１ 再エネにかかわる環境アセスメントの問題点と地域との共生のあり方 

有識者：三重大学 名誉教授 高山 進 氏 

 

⑴ 環境アセスメントの問題点 

・開発事業者が選定した立地等の事業計画における環境影響を自ら評価す

る仕組みになっているため、そもそもの立地に問題があれば、トラブル、

審査の遅延等を招いてしまうなど、現行の環境アセスメント制度に様々

な問題点が指摘されている。 

・令和２年度以降、陸上風力発電及び洋上風力発電の双方とも、これらの

事業に係る環境影響評価制度の見直しが進められている。 

・陸上風力発電においては、環境アセスメント手続の分類を規模による振

分けから、立地特性による振分けに転換しようとしている。 

・洋上風力発電においては、再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定の

前に、環境省が区域選定における環境配慮手続を実施することで、適正

な環境配慮の確保が可能となる仕組みを構築しようとしている。 

 

⑵ 再エネと地域との共生のありかた 

・再生可能エネルギーは、本来的には地域の人々に優先的に利用する権利

が与えられるべきであることから、地域ごとに地域資源である再生可能

エネルギーをどう活用するかを定める計画を作り、それに基づき地域主

導で推進すべきである。 

・欧州では、再生可能エネルギー施設の所有者の内訳は、地域住民、地元

企業等が多くを占めるが、日本では地域外からの参入が多くを占めてい

る。一方で、日本においても、地域からの再生可能エネルギーの導入を

推進している自治体がある。 

 

⑶ 主な質疑応答 

・風力発電における環境アセスメントの改正の見通しについてはいかがか。

（舟橋委員） 

→いずれもいつ国会に法案が提出されるかはわからないものの、洋上風

力発電の見直しについては、既に答申案が出ており、現在パブリック

コメントを行っているところ。陸上風力発電については、詰めの協議

に入っていると聞いている。 

・ドイツにおける再生可能エネルギーの導入に当たっては、ゾーニングと

呼ばれる手法を行っているとあるが、地域レベルのゾーニングと自治体
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レベルのゾーニングの違いはあるのか。（長田委員） 

→地域レベルとは、自治体よりも狭いレベルのことで、地域住民の要望

を踏まえて、市町村といった自治体レベルでゾーニングマップをまと

めていくということだと思う。 

・風力発電を導入するに当たって、地域住民に利益がないとなかなか進ま

ないとあるが、事業者が地域住民に配当を行うまでの収益を上げること

は難しいと思うが、日本でも同じようにできると思われるか。 

→地域資源は地域のものであるという考え方に立つと、事業者は地域住

民に配当を出すべきであると思う。 

 

２ 太陽光パネル規制条例の現状 

有識者：横浜国立大学大学院 国際社会科学研究院 国際社会科学部門 

 教授 板垣 勝彦 氏 

 

⑴ 太陽光パネルの設置がもたらす問題 

・太陽光パネルの設置がもたらす問題を類型化すると、①景観の侵害、②

機材破損、③斜面崩落、④反射光、⑤生態系への影響に分けられる。 

・①景観の侵害については、景観行政団体となれば、景観法に基づく様々

な対処が可能となる。 

・②機材破損については、太陽光パネルの設置は建築基準法の適用対象外

であり、電気事業法の規制も、工事計画の届出及び使用前自主検査も義

務付けとなるのは 2,000 ㎾以上のものと、大規模なものに限られる。 

・③斜面崩壊については、急傾斜地法、地すべり等防止法、宅地造成及び

特定盛土等規制法等により規制が可能である。 

 

⑵ 自主条例による解決 

・太陽光発電施設の増加に伴い、各地で自主条例による解決を図る自治体

が出てきており、当初は行政指導にとどまるものであったが、後続の条

例では許可制や行政処分といった強い規制をとるものも現れている。 

・北海道は景観行政団体となり、景観法に基づく規制を行っている。周囲

に危険を及ぼす施設には対処できないものの、景観の観点から様々な規

制を行い得る。 

・行政代執行等によって、行政が肩代わりした撤去費用をいかに徴収する

かは課題となるが、神戸市において条例により、５㏊以上の施設には、

保証金の積立て及び損害賠償責任保険への加入を義務付けている。 
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⑶ 山梨県条例の内容 

・山梨県条例の特徴の一つは、経産大臣にＦＩＴ認定の取消しを求めるこ

とを規定していること。経産大臣に応じる義務はないものの、固定価格

買取の保障が脅かされることは、ある意味刑罰よりも重い。 

・もう一つの特徴は、これまで大量に設置されてきた既存施設に対する規

制を行っていること。当初適法だった施設で、後に管理不全となったも

のに対する遡及的規制は空き家等対策の推進に関する法律等に例があ

る。一方で、届出期限までに届出があった施設は約２割にとどまってい

る。 

・山梨県条例はよくできている条例だが、①措置命令違反の罰則がない、

②措置命令の発動要件に不明確なものがある、③制裁的公表の位置付け

の意図が不明、④周囲に危険を及ぼさないレベルの管理不全には対処で

きないといった改善点もある。 

 

⑷ 自主条例による解決 

・国においては、再生可能エネルギーの推進を目指している一方で、山梨

県では太陽光発電施設に対し、条例による強い規制を行っているが、こ

のあたりの矛盾はないという整理か。（三谷委員） 

→国として再生可能エネルギーを推進するという方針はある。一方で、

自治体が総論として再生可能エネルギーを推進するものの、景観の侵

害、斜面崩落、管理不全等に対する規制を行うことは矛盾しない。 

・国の法令より厳しい規制をかけたときに、訴訟で敗れるケースもあり得

るが、そういった問題はないのか。（三谷委員） 

→憲法及び地方自治法により、法律に反しない限りにおいて条例を制定

することができると定められている。具体的には、判例で①未規制領

域の場合、②目的が重なっていない場合、③目的が同じでも法律が条

例による定めを許している場合には問題ないとされる。機材破損タイ

プについては 2,000 ㎾未満は未規制領域であるため、また斜面崩落タ

イプについては、同種の法令があるものの、国の法令と矛盾していな

い限りで認められると山梨県は解しているようである。また、このよ

うな土地利用規制の条例は古典的なタイプであり、比較的広く認めら

れる傾向にある。 

・工事の届出があっても、届出どおりに施工がされていないことがあるが、

完成検査を義務付けることはできるか。（長田委員） 

→特定盛土及び宅地造成等規制法のように、完成検査を義務付けること

は可能。ただし、全ての太陽光発電施設の設置を対象に完成検査を義
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務付けることは、実務的に難しいのではないか。 

・太陽光発電施設が第三者に与えた損害に対する賠償責任を条例で明記す

ることはしないのか。（服部委員） 

→私人間の紛争については、不法行為に基づく損害賠償請求等を通じて

解決するものであって、条例で民事紛争について規定を置くことはな

い。また、民法上の秩序については、条例で規定してはいけないこと

になっている。 

・山梨県条例において、設置規制区域内の許可に当たって、市町村長の意

見を尊重しなければならないとの規定があるが、これは法律の規制を超

えていないという解釈でよいか。（津田委員） 

→尊重義務とは、法律であまり見かけない文言だが、合理的な理由がな

ければ基本的に意見どおりにしなければならないとの意味だと思わ

れる。その意味であれば、法律違反にはならないと考える。 

 


